
独立行政法人造幣局（法人番号6120005008509）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  令和元年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和元年度における改定内容

独立行政法人造幣局（以下「造幣局」という。）の主要事業は、経済取引の基礎となる貨

幣の製造、国家的記念事業として閣議決定を経て発行される記念貨幣の製造及び販売、

国家が与える栄誉を表象するにふさわしい品格等が求められる勲章の製造、消費者保護

や貴金属取引の安定に寄与する品位証明である。

当法人は行政執行法人であり、役員は国家公務員の身分を有することから、役員報酬の

水準を検討するに当たっては、一般職の国家公務員との均衡を考慮し、一般職の職員の

給与に関する法律（以下「一般職給与法」という。）の指定職俸給表を基礎とした。

また、役員は、独立行政法人の経営責任を負うこと、事業規模が大きく（本局、さいたま

支局、広島支局を保有）業務が多岐にわたる造幣局を独立採算で健全に運営すること等

を総合的に勘案し、理事長については、指定職俸給表6号俸に相当する額以下の額、理

事については、4号俸に相当する額以下の額、監事については、2号俸に相当する額以下

の額で理事長が決定するものとしている。

役員の報酬のうち俸給については、「役員報酬規程」において、主務大臣が行う業績評

価の結果を勘案し、当該役員の業務実績に応じた増減ができるよう規定している。

また、勤勉手当においても、当該役員の勤務成績に応じて、基礎額に理事長が定める割

合を乗じて得た額としている。

役員報酬基準は、「役員報酬規程」において俸給、地域手当、通勤手当、単
身赴任手当、期末手当及び勤勉手当からなると規定されている。

俸給については、指定職俸給表6号俸（令和元年度：1,035,000円）に相当す
る額以下の額としている。

地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末手当については、一般職給与
法に準じた額としている。

勤勉手当については、基礎額に一般職給与法に準じて理事長が定める割合
を乗じた額としている。また、勤勉手当の総額は、一般職給与法第19条の7第2
項第1号ロに定める割合を乗じて得た額の総額を超えないこととしている。

なお、令和元年度における勤勉手当の支給割合については、令和元年度の

人事院勧告を受けて一般職給与法に定める指定職俸給表の適用を受ける者

の支給割合が改定されたことから、これに準じて支給月数を対前年度比で0.05

月分引き上げた。

役員報酬基準は、俸給を指定職俸給表4号俸（令和元年度：895,000円）に

相当する額以下の額とする以外は全て理事長と同様である。

令和元年度における改定内容についても理事長と同様である。

役員報酬基準は、俸給を指定職俸給表2号俸（令和元年度：761,000円）に

相当する額以下の額とする以外は全て理事長と同様である。

令和元年度における改定内容についても理事長と同様である。



２　役員の報酬等の支給状況

令和元年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

20,748 12,420 5,693
1,987

648
(地域手当)

(単身赴任手当) ◇

千円 千円 千円 千円

5,524 2,629 2,259
420
216

(地域手当)
(単身赴任手当) 令和元年7月12日 ◇

千円 千円 千円 千円

10,790 6,990 2,250
1,118

432
(地域手当)

(単身赴任手当) 令和元年7月13日 ◇

千円 千円 千円 千円

14,908 9,132 4,315 1,461 (地域手当) 令和2年3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

14,171 9,132 2,702
1,461

228
648

(地域手当)
(通勤手当）

(単身赴任手当)
平成31年4月1日

千円 千円 千円 千円

4,569 2,092 2,093
335
49

(地域手当)
(通勤手当)

令和元年6月21日

千円 千円 千円 千円

4,520 2,092 2,093 335 (地域手当) 令和元年6月21日 ◇

千円 千円 千円 千円

10,484 7,039 2,156
1,126

163
(地域手当)
(通勤手当)

令和元年6月22日

千円 千円 千円 千円

10,807 7,039 2,156
1,126

486
(地域手当)

(単身赴任手当) 令和元年6月22日 ◇

注１：「地域手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　 独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

３　役員の報酬水準の妥当性について

【法人の検証結果】

　法人の長

　理事

　監事

【主務大臣の検証結果】
　

　
　

　

C監事

D監事

A監事

D理事

法人の長

A理事

B理事

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

C理事

B監事

理事長は、造幣局の運営全般について自ら意思決定を行い、独立採算で

健全に運営する責務を負っていることから、民間企業の役員報酬を参考とし

ている指定職俸給表を適用する職員に相当すると考えられる。また、当法人

は、事業規模が大きく、かつ、経済取引の基礎となる貨幣や、国家が与える栄

誉を表象するにふさわしい品格等が求められる勲章等を確実に製造するとい

う重要な使命を担っていることを踏まえると、報酬水準は妥当なものと考えて

いる。

民間企業の役員に相当すると考えられる理事は、指定職俸給表を適用する

職員に相当すると考えられる。また、理事は、法人の長を補佐して当法人の

業務を掌理し、担当部門の業務の実績に係る評価が報酬に反映されるなど、

経営責任を負うことから、報酬水準は妥当なものと考えている。

民間企業の役員に相当すると考えられる監事は、指定職俸給表を適用す

る職員に相当すると考えられる。また、監事は、造幣局の業務全般を監査し、

その結果に基づき必要と認めるときは、主務大臣に意見を提出するなど、法

人の健全な運営の一翼を担うことから、報酬水準は妥当なものと考えている。

本検証の対象となっている役員の報酬水準は、各役員が国家公務員の身分

を有することから、国家公務員の報酬水準と同等となっていること、また、独立採

算により運営し、国庫納付がなされていること等から妥当なものと認められる。



４　役員の退職手当の支給状況（令和元年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

3,821 4 0 平成31年3月31日 1.0

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について

【主務大臣の判断理由等】
区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に至った理由等を具体的に記入する。

該当者なし監事

法人での在職期間

判断理由

該当者なし法人の長

監事

理事

　在職期間４年における法人及び個人の業績等を踏まえ、「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘
案率の算定ルールについて」（平成27年5月25日総務大臣決定）に基づき、財務大臣が業績勘案率1.0を
決定した。退職手当支給額は、当該業績勘案率を踏まえ、｢役員退職手当規程｣に基づき決定されてお
り、妥当なものと認められる。

法人の長

理事

役員の業績給については、俸給及び勤勉手当において、その仕組みを導入している。

今後も、引き続き、同仕組みを運用していく。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和元年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

(1)給与制度の内容

「職員給与規程」にのっとり、俸給及び諸手当（扶養手当、地域手当、広域異動手当、

初任給調整手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、

超過勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び奨励手当）

としている。

期末手当については、期末手当基礎額（俸給及び扶養手当の月額＋これらに対する

地域手当及び広域異動手当の月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に期別支給

割合を乗じ、さらに基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割

合を乗じて得た額としている。

奨励手当については、奨励手当基礎額（俸給の月額＋これに対する地域手当及び広

域異動手当の月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に基準日以前6か月以内の

期間におけるその者の勤務成績に応じた割合を乗じて得た額としている。

(2)令和元年度における主な改定内容

①6月3日に中央労働委員会から提示された令和元年度新賃金に関する調停案の受諾

に基づき、4月1日に遡及して基準内賃金を0.33％相当額（1,166円）引き上げた。

②賞与について、一般職給与法の適用を受ける国家公務員の支給月数を勘案し、支給

月数を対前年度比で0.05月分引き上げた。

当法人は行政執行法人であり、職員は国家公務員の身分を有することから、職員の給

与水準を検討するに当たっては、一般職の国家公務員の給与を参酌し、かつ民間企業の

従業員の給与との均衡状況及び法人の業務の実績等を考慮しつつ労使交渉を経て決定

している。

毎年度人事評価を実施し、職員の勤務実績及び能力を適切に評価し、評価結果を翌年

度の昇給に反映させている。また、奨励手当（勤勉手当に相当）の支給に当たっては、勤

務成績に応じて増減を行っている。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

654 46.0 6,608 4,742 78 1,866
人 歳 千円 千円 千円 千円

275 47.1 7,312 5,232 73 2,080
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 43.5 6,880 4,888 0 1,992
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 46.1 6,996 5,010 153 1,986
人 歳 千円 千円 千円 千円

362 45.1 6,059 4,360 81 1,699
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 55.5 6,693 4,786 62 1,907

人 歳 千円 千円 千円 千円

35 61.9 4,252 3,534 91 718
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 62.0 4,554 3,777 109 777

人 歳 千円 千円 千円 千円

― ― ― ― ― ―

人 歳 千円 千円 千円 千円

― ― ― ― ― ―
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 61.8 3,998 3,329 76 669

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 48.0 2,818 2,047 95 771
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 48.0 2,818 2,047 95 771

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：「工芸職種」とは図案及び原型の作成に関する専門的業務を行う職種、「技能職種」とは製造等の
　　　専門的業務を行う職種、「その他医療職種」とは診療所に勤務する医療職員の職種を示す。
注３：再任用職員のうち、「研究職種」及び「工芸職種」については、該当者が1人であるため、
　　　当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、「区分」欄以外は記載しないこととし、
　　　各区分の全体の人員、平均年齢及び令和元年度の年間給与額（平均）にも含めていない。
注４：「任期付職員」及び「在外職員」については該当する職員がいないため表を記載していない。
注５：常勤職員の「医療職種（病院医師）」、「医療職種（病院看護師）」、「教育職種（高等専門学校教員）」
　　　については該当する職員がいないため欄を記載していない。

非常勤職員

事務・技術

うち賞与うち所定内
令和元年度の年間給与額（平均）

区分

再任用職員

事務・技術

技能職種

総額
人員 平均年齢

工芸職種

研究職種

その他医療職種
（看護師）

工芸職種

常勤職員

技能職種

事務・技術

研究職種



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
（事務・技術職員）

（研究職員）

注1：年齢32-35歳及び48－51歳の該当者は、それぞれ1人であるため、当該個人に関する情報を特定
　　　されるおそれがあるため、平均給与額については表示していない。
注2：年齢32-35歳、年齢44-47歳及び年齢48－51歳の該当者は、それぞれ2人以下であるため、第1・第3
　　　分位を記載していない。

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

53 52.9 9,962

24 29.3 3,934　　・本部係員 5,944～3,382

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職
員を除く。以下、④まで同じ。〕

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

　代表的職位

　　・本部課長 11,680～7,279

0

50

100

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

千

人千円

0

1

2

3

4
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6

7

8
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2,000
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10,000

12,000

14,000
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２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

千

人千円



（研究職員）

平均
人 歳 千円

1 ― ―

3 ― ―

注１：本部課長の該当者は1人のため、当該個人に関する情報を特定されるおそれ
　　　があることから、平均年齢及び年間給与額については記載していない。
注2：研究職員の人員が4人であり、主任研究員3人の平均年齢及び年間給与額を記載
　　　することにより、本部課長の年齢及び年間給与額が特定されるおそれがあることから、
　　　主任研究員の平均年齢及び年間給与額を記載していない。

④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.4 49.3 49.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

49.6 50.7 50.1

％ ％ ％

         最高～最低 52.3～40.4 53.4～41.7 52.8～41.1

％ ％ ％

58.2 57.1 57.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

41.8 42.9 42.3

％ ％ ％

         最高～最低 44.5～39.4 45.7～40.5 45.1～40.0

（研究職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

58.3 57.6 58.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

41.7 42.4 42.0

％ ％ ％

         最高～最低 42.7～40.8 43.9～41.5 43.3～41.4

注：管理職員については該当者なし。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

一般
職員

一律支給分（期末相当）

千円

　代表的職位

　　・本部課長 ―

　　・主任研究員 ―

賞与（令和元年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

99.4
100.0
99.3
99.9

○研究職員

80.0
77.0
79.8
76.6

講ずる措置 特になし。

内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案
・年齢・地域勘案
・年齢・学歴勘案
・年齢・地域・学歴勘案

項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

国の水準以下となっている。

給与水準の妥当性の検
証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　0%】
（国からの財政支出額　0円、支出予算の総額　41,301百万円：令和元年度
予算）
【累積欠損額　0円（平成30年度決算）】
【管理職の割合　16.7%（常勤職員数275名中46名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　56.7%（常勤職員数275名中156名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　17.1%】
　（支出総額　34,766百万円、給与・報酬等支給総額　5,953百万円：平成
30年度決算）
【検証結果】
（法人の検証結果）
　当法人の給与水準は、一般職給与法の適用を受ける国家公務員の給与
を参酌し、民間企業の従業員の給与及び業務の実績などを考慮して決定
されている。当法人の職員には、経済取引の基礎となる貨幣や、国家が与
える栄誉を表象するにふさわしい品格等が求められる勲章などを確実に製
造すること等が求められること及び、対国家公務員指数は100以下となって
いることを踏まえると、給与水準は適正なものであると考えている。

（主務大臣の検証結果）
 　本検証の対象となっている職員の給与水準は、各職員が国家公務員の
身分を有することから、国家公務員の給与水準と同等となっていること、ま
た、独立採算により運営し、国庫納付がなされていること等から妥当なもの
と認められる。

講ずる措置 特になし。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案
・年齢・地域勘案
・年齢・学歴勘案
・年齢・地域・学歴勘案

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

国の水準を下回っている。

給与水準の妥当性の検
証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　0%】
（国からの財政支出額　0円、支出予算の総額　41,301百万円：令和元年度
予算）
【累積欠損額　0円（平成30年度決算）】
【管理職の割合　0.0%（常勤職員数4名中0名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　100.0%（常勤職員数4名中4名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　17.1%】
　（支出総額　34,766百万円、給与・報酬等支給総額　5,953百万円：平成
30年度決算）
【検証結果】
（法人の検証結果）
　当法人の給与水準は、一般職給与法の適用を受ける国家公務員の給与
を参酌し、民間企業の従業員の給与及び業務の実績などを考慮して決定
されている。対国家公務員指数は100を下回っており、当法人の職員には、
貨幣への搭載が可能な世界最高水準の偽造防止技術等の開発を目指し
た研究を行うこと等が求められることを踏まえると、給与水準は適正なもので
あると考えている。

（主務大臣の検証結果）
 　本検証の対象となっている職員の給与水準は、各職員が国家公務員の
身分を有することから、国家公務員の給与水準と同等となっていること、ま
た、独立採算により運営し、国庫納付がなされていること等から妥当なもの
と認められる。



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

（扶養親族がいない場合）

○22歳（大卒初任給）

月額182,200円 年間給与3,006,000円

○35歳（本局主事）

月額324,940円 年間給与5,508,000円

○50歳（本局専門官）

月額443,960円 年間給与7,625,000円

※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者4,600円、子供１人につき5,500円）を支給

職員の業績給については、特別昇給及び奨励手当において、その仕組みを導入してい

る。

今後も、引き続き、同仕組みを運用していく。



Ⅲ　総人件費について

千円 千円

(A)
千円 千円

(Ｂ)
千円 千円

(Ｃ)
千円 千円

(D)
千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

区　　分 平成30年度 令和元年度

給与、報酬等支給総額
5,953,106 5,942,610

退職手当支給額
706,910 718,571

非常勤役職員等給与
414,904 397,244

注１：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　　期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　　記載する。

注２：本表（非常勤役職員等給与（Ｃ）欄）と財務諸表（附属明細書「役員及び職員の給与の
　　　明細」）の差異：財務諸表には人材派遣に係る支払費用は含まれていない。

福利厚生費
1,468,545 1,540,211

最広義人件費
8,543,465 8,598,636

特になし。

「給与、報酬等支給総額」について

基準内賃金の引上げ（1,166円）及び賞与の支給月数の引上げ（0.05月分）、また、超過勤

務手当が増加（22,794千円）となったものの、常勤職員数の減少に伴い給与、報酬等支給額

が減少（△32,323千円）となったため、対前年度比は△0.2%となった。

「退職手当支給額」について

退職職員数の増減はなかったものの、本部課長級以上の退職職員数の増加に伴い退職手

当支給額が増加（1,040千円）となったため、対前年度比は1.6％となった。なお、役員につい

ては、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づ

き、独立行政法人造幣局役員退職手当規程を改正し、平成30年1月1日から退職手当の調整

率を100分の87から100分の83.7に引き下げており、また、職員については、国家公務員退職

手当法の改正により、平成30年1月1日から退職手当の支給水準が引き下げられている。

「非常勤役職員等給与」について

再任用短時間勤務職員の減少に伴い非常勤職員給与が減少（△17,660千円）となり、対前

年度比は△4.3％となった。

「福利厚生費」について

職員に貸与している宿舎の修繕費が増加（84,514千円）したため、対前年度比は4.9％と

なった。

「最広義人件費」について

上記の変動要因により、対前年度比は0.6％となった。
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